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資料２



物品・役務等の入札参加資格審査に係る共通申請項目等のたたき台に関する意見照会（概要）

 総務省・地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」「項目・申請方法等検

討部会」（第２回・令和６年５月３１日）において、物品・役務等の「共通申請項目等」、「選択申請項目等」及び共通の「営業品目」のたた

き台等を作成。

 全ての地方公共団体に対してこれらのたたき台を送付し、「営業品目」（大分類）のたたき台の採用可否や意見等を照会※。

※ 「調達関連手続の共通化・デジタル化に向けた物品・役務等の入札参加資格審査に係る共通申請項目等のたたき台に関する意見照会について（依頼）」（令和６年

６月２４日付け総行行第２７８号総務省自治行政局行政課長通知）

※ 照会に合わせて、取組の背景や、研究会報告書及び実務検討会の概要、共通申請項目等の作成方法、調査票の回答方法等についての説明動画を作成し公開。
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調査１・２ 共通申請項目及び選択申請項目（共通必要書類及び選択必要書類）のたたき台

① たたき台に関する総論的意見 （共通申請項目等・選択申請項目等の設定の考え方等）

② 「共通申請項目」及び「選択申請項目」（「共通必要書類」及び「選択必要書類」）のたたき台に掲げた項目の設定状況

③ たたき台に掲げなかった申請項目等（共通項目等としない項目等）の設定状況

④ たたき台に追加する必要がある・名称を変更する必要があると考えられる申請項目等

調査４ その他 （都道府県のみ回答）調査３ 営業品目のたたき台

① 「営業品目」（大分類）のたたき台の採用可否

② （ 「営業品目」（大分類）を採用不可の場合、）営業品目に含まれるものの例

（小分類）に関する意見（追加すべき項目、その他）

③ その他意見

① 経済団体・事業者からの共通化・デジ

タル化に係る意見の有無

② 都道府県・市区町村調達関係職員の

合同会議等の場の有無・開催時期 等



営業品目のたたき台に係る意見照会の結果①

2

 営業品目（大分類）のたたき台（物品42品目、役務37品目）を地方公共団体の営業品目として採用することの可否につい

て、「採用可」とした団体は、都道府県については、20団体（42.6%）、市区町村については、1,304団体(79.2%)と

なっている。

営業品目（大分類）のたたき台を採用することの可否について

都道府県 市区町村 合計

採用可 2０ 42.6% 1,304 79.2% 1,3２４ 78.2%

 大分類のみを営業品目とすると、営業品目数が少ない。１つの営業品目当たりの登録事業者数が膨大となることや登録

事業者の取り扱う事業の範囲が不明となることから、指名競争入札及び随意契約の際の事業者の選定が困難となる。

（６１団体）

 営業品目数が多い。事業者の申請に係る事務負担軽減の観点から、営業品目数を減らしてきた経緯があり、たたき台の

大分類を採用した場合、現在よりも営業品目数が増加する。その結果、１つの営業品目当たりの登録事業者数が少なく

なり、指名競争入札及び随意契約を行う際の事業者の選定が困難となる。（24団体）

 発注機会がないような営業品目（航空機、警察用品等）が含まれている。（８団体）

 大分類は、複数の品目（小分類）から構成されるところ、必要な許認可の種類は、当該小分類ごとに異なっている。大分

類のみを営業品目として採用すると、取り扱う事業の範囲が不明となり、営業に当たり必要な全ての許認可を有してい

るかどうかの判断ができなくなる。（１団体）

営業品目（大分類）に対する主な意見

※ 母数は、入札参加資格審査を行っている都道府県47団体、市区町村１,647団体



営業品目のたたき台に係る意見照会の結果②
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 小分類の数が多い。1つの営業品目当たりの登録事業者数が少なくなることから、指名競争入札及び随意契約を行う際の事

業者の選定が困難となる。また、営業品目が多くなることにより、登録漏れが発生しやすくなる等、事業者の申請に係る事務

負担が増加する。（36団体）

 登録できる営業品目数を制限している（例：１０品目まで）ことから、小分類の数が増加すると、事業者によっては、取扱いので

きる事業に登録ができないことも想定される（小分類の数が多い）。（７団体）

 指名競争入札及び随意契約を行う際の事業者の選定のため、小分類程度の営業品目数が必要である。（１０団体）

 小分類の一部のみ採用できるようにすべき。（２団体）

営業品目に含まれるものの例（小分類）を営業品目とすることに対する主な意見

 入札参加資格審査申請システムの改修が必要となる。また、営業品目の情報は、後続のシステム（事業者管理システム、財務会

計システム、電子入札システム等）と連携していることから、それらのシステムの改修も必要となり、費用負担が大きくなる。（３

７団体）

 「印刷」が「役務の提供」の営業品目とされているが、当団体においては、「製造の請負」として取り扱っているため、「物品の製

造・販売」に区分すべき。（１４団体）

 たたき台に設定されている営業品目の中に、建設工事、測量・建設コンサルタントの営業品目と重複しているものがある。また、

地方公共団体によっては、役務と測量・建設コンサルタントを合わせて取り扱っている場合があることから、考え方を整理した

方がよいのではないか。（１３団体）

 物品・役務等のように営業品目の種類が多い場合、地方公共団体と事業者で、登録すべき営業品目に関し、認識の相違が生じ

るため（Ａ品目で申請すべき、Ｂ品目で受付すべき等）、営業品目の概要（特に役務の提供の場合）の説明があった方がよいので

はないか。（２団体）

 営業品目の区分の成り立ちや考え方を示すべきではないか。日本標準産業分類や生産物分類を参考に営業品目を作成するの

はどうか。（１団体）

その他の意見



営業品目のたたき台に係る再検討①
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地方公共団体の意見（総括）

大分類

 約４割の都道府県及び約８割の市区町村が、たたき台の大分類のみを営業品目として採用することができ

る（小分類不要）と回答。

 一方で、以下の理由により、指名競争入札及び随意契約を行う際に事業者を適切に選定できなくなるなど

として、たたき台の大分類のみを営業品目として採用することはできないとする意見がある。

・ 大分類のみでは、営業品目数が少ない。 （＝小分類を設ける必要）

・ 大分類の営業品目数が多い。 （＝大分類の営業品目数を少なくする必要）

小分類
 たたき台の小分類程度の営業品目数が必要であるとする意見があった一方、意見提出団体の多くが、小分

類の営業品目数が多いと回答。

その他
 営業品目の定義を定める必要。日本標準産業分類や生産物分類を参考にすることが考えられる。

 測量・建設コンサルタントの資格と重複しないよう調整する必要。

共通化の方向性（案）

 営業品目については、共通の大分類と小分類を設けるとともに、大分類を採用することを基本（共通申請項目）としつつ、地方

公共団体の判断により、小分類を採用できる（選択申請項目として事業者に申請を求めることができる）こととするか。

 地方公共団体において、契約の相手方を適切に選定できるようにするとともに、事業者の申請に係る事務負担を軽減する観

点から、大分類及び小分類の営業品目数について、たたき台から縮減させることを検討するか。

 共通の営業品目を作成するためには、地方公共団体ごとに異なる営業品目の要件・定義を共通化する必要がある。この点、

総務省が定めている「生産物分類（2024設定）」（統計相互の整合性や比較可能性の向上を図ることを目的として定めてい

る財及びサービスの分類）を基に、共通の営業品目を再検討することが考えられるか。

 再検討に当たっては、測量・建設コンサルタントの資格との重複がないよう、地方公共団体における営業品目の設定の実態を

踏まえて、営業品目ごとに適切に分類する必要があるか。



（参考）生産物分類について（「生産物分類（2024年設定）※」より抜粋）
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 「生産物分類」とは、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービスについて、主にその質又は用途の違い

に着目して分類したものであり、統計法に基づく統計基準である「日本標準産業分類」等とともに、統計相互の整合性や比

較可能性の向上を図ることを目的としたもの。

 本分類における生産物とは、 経済活動における生産の成果として産出される財及びサービスである。本分類における生産

物には、有形財（輸送可能財・輸送不可能財（建物等））、無形財（ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財

産）及びサービスが含まれる。一方で、土地及び金融資産・負債は本分類における生産物には含まれない。

※令和６年３月18日総務省政策統括官（統計制度担当）決定



営業品目のたたき台に係る再検討②
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※資格の区分（物品の製造、物品の買受け、役務の提供等）を大分類としている団体については、その下位の分類を大分類とみなして計上している。
※滋賀県については、上記のほか、中分類（２０３項目）を設定している。
※長野県の「役務」「大分類」については、同県が設定している「中分類」の数を計上している。（同県は「大分類」を１項目、「中分類」を32項目設定。

 共通の営業品目数については、都道府県単位で共同受付を行っている地方公共団体の大分類・小分類の営業品目数を参考

に検討することが考えられるか。

大分類 小分類 大分類 小分類 大分類 小分類

たたき台 42 574 37 436 79 1,010

愛知県（共同受付） 39 257 16 131 55 388

滋賀県 33 330 24 189 57 519

千葉県（共同受付） 31 233 18 151 49 384

盛岡市（共同受付） 16 62 11 89 27 151

町田市（共同受付） 30 383 32 226 62 609

粕屋町 13 ー 8 ー 21 ー

山梨県市町村総合事務組合
（共同受付）

31 122 15 92 46 214

群馬県（共同受付） 35 214 18 129 53 343

埼玉県（共同受付） 42 596 7 82 50 678

神奈川県（共同受付） 61 417 35 180 96 597

長野県（共同受付） 12 67 32 ー 13 99

大分県（共同受付） 24 175 11 83 35 258

共同受付団体の平均 32 253 20 129 49 372

物品※買受けも含む 役務 合計

営業品目数に係る検討

（検討会の構成員及び都道府県単位で共同受付を行っている地方公共団体における大分類及び小分類の数）

営業品目数

多い

少ない


品目数比較（構成員＋α）



								物品※買受けも含む ブッピン カイウ フク				役務 エキム				合計 ゴウケイ

								大分類 ダイブンルイ		小分類 ショウブンルイ		大分類 ダイブンルイ		小分類 ショウブンルイ		大分類 ダイブンルイ		小分類 ショウブンルイ

						たたき台 ダイ		42		574		37		436		79		1,010

						愛知県（共同受付） アイチケン		39		257		16		131		55		388

						滋賀県 シガケン		33		330		24		189		57		519

						千葉県（共同受付） チバ ケン		31		233		18		151		49		384

						盛岡市（共同受付） モリオカシ		16		62		11		89		27		151

						町田市（共同受付） マチダシ		30		383		32		226		62		609

						粕屋町 カスヤマチ		13		ー		8		ー		21		ー

						山梨県市町村総合事務組合
（共同受付） ヤマナシ ケン シチョウソン ソウゴウ ジム クミアイ		31		122		15		92		46		214

						群馬県（共同受付） グンマケン		35		214		18		129		53		343

						埼玉県（共同受付） サイタマケン		42		596		7		82		50		678

						神奈川県（共同受付） カナガワケン		61		417		35		180		96		597

						長野県（共同受付） ナガノケン		12		67		32		ー		13		99

						大分県（共同受付） オオイタケン		24		175		11		83		35		258

						共同受付団体の平均 キョウドウ ウケツケ ダンタイ ヘイキン		32		253		20		129		49		372



						単純平均 タンジュン ヘイキン		30.5833333333		260		19		135		47		385

						※資格の区分（物品の製造、物品の買受け、役務の提供等）を大分類としている団体については、その下位の分類を大分類とみなして計上している。 シカク クブン ブッピン セイゾウ ブッピン カ ウ エキム テイキョウ トウ ダイブンルイ ダンタイ カイ ブンルイ ダイブンルイ ケイジョウ

						○　大分類の単純平均は、48。 ダイブンルイ タンジュン ヘイキン

						○　大分類が多いとの意見があった団体のうち、三川町、和泉市は平均と同程度の品目数となっている。 ヒンモク

						○　小分類の単純平均は332。 ショウ ブンルイ タンジュン ヘイキン

						○　小分類が多いと意見があった団体は、平均と同程度又は平均より低い品目数となっている一方、当該団体のうち、横浜市、名古屋市、日野町については、大項目を多く設定している。











営業品目のたたき台に係る再検討③

営業品目数に係る検討（続き）

 営業品目の大分類及び小分類の数について、都道府県単位で共同受付を行っている地方公共団体における設定状況を踏ま

え、以下の項目数で案を作成することとしてはどうか。

※ なお、本案は、「生産物分類（2024年設定）」（令和６年３月総務省政策統括官（統計制度担当））を基に、同分類の各「統合

分類」及び「詳細分類」を参考に作成する。

 以上の案について、いずれの案を採用することが適当であると考えるか。また、別紙の大分類の案の各営業品目の区分や組み

合わせ等について、修正を行う必要はあるか。 7

役務

物品

大分類 備考

案① 4１品目 項目数の多い地方公共団体を参考に設定

案② ３１品目 項目数が中程度の地方公共団体の平均

案③ １３品目 項目数が少ない地方公共団体の平均程度

小分類 備考

案① ３５０品目 項目数の多い地方公共団体を参考に設定

案② ２３０品目 項目数がやや多い地方公共団体の平均

案③ １５０品目 項目数がやや少ない地方公共団体の平均

案④ ６５品目 項目数が少ない地方公共団体の平均

大分類 備考

案① ３０品目 項目数の多い地方公共団体を参考に設定

案② １６品目 項目数が中程度の地方公共団体の平均程度

案③ １０品目 項目数が少ない地方公共団体の平均程度

小分類 備考

案① １９０品目 項目数の多い地方公共団体を参考に設定

案② １３０品目 項目数が中程度の地方公共団体を参考に設定

案③ ８７品目 項目数がやや少ない地方公共団体の平均

（項目数の案）



選択できる営業品目の数

 営業品目を共通化するに当たって、事業者が選択できる営業品目の数を制限することについて、どう考えるか。
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 事業者は、地方公共団体が設定する営業品目のうち、入札への参加を希望するものを選択して申請を行っているが、地方公共

団体においては、事業者が選択できる営業品目の数に制限を設けている場合がある。

 また、事業者が選択した営業品目のうち、入札への参加を強く希望するものから順に、希望順位を入力するよう求めている場合

がある。

対応の方向性（案）

論点①

検討

 営業品目を無制限に選択できるようにすることによって、事業者が、本来取り扱っていない営業品目の資格を得ることが容易

となる可能性がある。特に、指名競争入札を行っている地方公共団体においては、当該事業者を指名し契約を締結することに

よって契約の適正な履行が確保されなくなることを防止するために、選択できる営業品目の数を制限しているものと考えら

れるか。

 この点、事業者が選択した営業品目について一定範囲の希望順位を入力するよう求める場合には、事業者が選択できる営業

品目の数を制限しなくとも、地方公共団体において当該順位の高い事業者を指名することにより、不適当な事業者の入札参加

を抑制できるものと考えられるか。

 また、事業者が選択できる営業品目の数を制限しないことは、各営業品目の資格を有する事業者数の増加につながり、入札不

調・不落の減少に寄与する可能性があるか。

 共通の営業品目については、事業者が選択できる営業品目の数に制限を設けないこととすることが考えられるか。

※ 「希望順位」を選択申請項目とし、地方公共団体の判断により、必要に応じて一定範囲の希望順位の入力を求められるようにする場合。



希望順位の設定①
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 共通申請項目等のたたき台に関する意見照会※の結果、営業品目ごとの希望順位を入力するよう求めている地方公共団体は、

都道府県については、20団体（42.6％）、市区町村については、566団体（34.4％）となっている。

※ 第2回意見照会（令和６年９月１1日）及び第3回意見照会（令和6年11月6日）

※ 母数は、入札参加資格審査を行っている団体（都道府県47団体、市区町村1,647団体）

都道府県 市区町村 合計

１位まで ０ 0.0％ ３７ 6.5％ ３７ 6.３％

2位まで ０ 0.0％ 19 3.4％ 19 ３.２％

３位まで ８ 40.0％ 119 21.0％ 127 21.7％

4位まで ０ 0.0％ ２２ 3.9％ ２２ 3.８％

５位まで ７ 35.0％ 153 27.0％ 160 27.3％

６位まで ２ 10.0％ 15 ２.7％ 17 ２.9％

７位まで ０ 0.0％ ３ 0.5％ ３ 0.5％

８位まで ０ 0.0％ ９ 1.６％ 9 1.6％

９位まで ０ 0.0％ ３ 0.5％ ３ 0.5％

10位まで ２ 10.0％ 138 24.4％ 140 23.9％

20位まで ０ 0.0％ 15 2.7％ 15 2.6％

その他 １ 5.0％ 33 5.8％ 34 5.8％

※ 母数は、営業品目ごとの希望順位を入力するよう求めている586団体 （都道府県20団体、市区町村566団体）

＜入力することを求めている希望順位＞

91.6％

論点②

 共通の営業品目の希望順位を設定する必要があるか。また、希望順位を設定する場合、何位まで設定できるようにするか。

 また、入力を求めている希望順

位については、「5位まで」とし

ている団体が160団体

（27.3％）で最多となっており、

次いで、「10位まで」としている

団体が140団体（２３.９％）と

なっている。

 また、1位～10位までのいずれ

かを設定している地方公共団体

が全体の91.6％を占めている。



希望順位の設定②
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対応の方向性（案）

 営業品目の希望順位について、「10位まで」の入力を求めるものとして共通化することが考えられるか。

※ 各大分類・小分類それぞれの項目数等を踏まえて調整が必要となる可能性がある。

（営業品目の希望順位の設定有無）

 営業品目の希望順位について、

・ 一定程度の地方公共団体（約４割の都道府県・約３割の市区町村）が申請項目として設定していること（他方で、設定している地方公共団

体の数は半数未満であること）

・ 前述のとおり、地方公共団体における不適当な事業者の指名を抑制できるという意義があると考えられること

を踏まえ、選択申請項目として設定することが考えられるか。

（希望順位の範囲）

 入力を求める希望順位の範囲（○位まで）については、「5位まで」と設定している地方公共団体が最も多く、次いで「10位ま

で」と設定している地方公共団体が多くなっている。

 また、1位～10位までのいずれかを設定している地方公共団体が、全体の約９割を占めているところ、「１０位まで」に共通化す

る場合には、現状、「１０位未満」（１位～９位まで）の入力を求めている地方公共団体においても、必要としている順位（１位～９

位まで）を確認できるものと考えられるか。

検討



希望順位の設定③

 営業品目については、大分類を採用することを基本（共通申請項目）としつつ、地方公共団体の判断により、小分類を採用できる

（選択申請項目として事業者に申請を求めることができる）こととする方向で検討している。このため、地方公共団体においては、大分

類のみの入力を求める団体と、大分類及び小分類の両方の入力を求める団体が併存することとなる。

 この場合において、営業品目の希望順位の入力を求める場合、希望順位の入力方法としては、次のパターンが想定される。

大分類・小分類ごとの希望順位の設定方法
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（パターンA） 大分類のみに希望順位を設定する方法

（パターンB） 小分類のみに希望順位を設定する方法

（パターンC） 大分類・小分類のいずれにも希望順位を設定する方法

※ 営業品目の希望順位は、選択申請項目であるため、地方公共団体の判断により入力を求めないこともできる。

 現時点において、希望順位を申請項目として設定していない地方公共団体を含め、地方公共団体における希望順位の設定方

法（パターンA～C）の状況は明らかでないが、これらの希望順位の設定方法を共通申請項目とすることにより、

・ 現状、希望順位を申請項目として設定していない地方公共団体においては、不要な情報の入力を事業者に求めることとなる

・ 当該地方公共団体のみに申請している事業者にとっては、入力に係る事務負担が増大することとなる

ことが想定される。

 これを踏まえ、パターンA～Cをそれぞれ選択申請項目として設定することにより、地方公共団体が、必要に応じてパターンA

～Cのいずれかの方法により希望順位の入力を求められるようにすることを基本として検討することが適当と考えられるか。

※ 営業品目を共通化することを前提とすれば、複数の地方公共団体に申請する事業者においては、大分類・小分類の双方に一度希望順位を設定する

ことによって、一括して申請することができるようになる。

 以上の方向性について、地方公共団体の希望順位の設定方法の状況や意見を照会した上で、検討することが考えられるか。

対応の方向性（案）



対応の方向性（案）

希望順位の設定④

小分類の希望順位の設定方法
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 また、小分類について希望順位を設定する場合（パターンB・C）については、さらに以下のような設定方法が想定される。

（パターンα） 選択した大分類ごとに、当該大分類に含まれる小分類について、それぞれ希望順位を設定する方法

（パターンβ） 選択した大分類に含まれる小分類全ての中から、希望順位を設定する方法

２ 衣服・靴・かばん等

１ 寝具

１ 外衣・シャツ

２ 学校服

３ 下着

順位 大分類 順位 小分類

【 パターンα 】

2 衣服・靴・かばん等

１ 寝具

３ 外衣・シャツ

４ 学校服

５ 下着

順位 大分類 順位 小分類

【 パターンβ 】

１ ふとん

２ 毛布

１ ふとん

２ 毛布

 パターンα及びβについては、小分類の項目ごとに入力する順位（番号）が異なることから、複数の地方公共団体に対して申請

する事業者にとっては、パターンα・βのそれぞれを採用している地方公共団体に対して個別に希望順位を入力する必要が生

じることから、申請に係る事務負担が大きくなる。このため、いずれかの方法に共通化することが適当であると考えられるか。

 この点、パターンβについては、選択できる大分類に比して希望順位を入力できる小分類の数が少数となり（現状では10位ま

でを想定）、事業者において、希望する営業品目への入札参加が限定されるおそれがあるか。

 これを踏まえ、小分類について希望順位を設定する場合（パターンB・C）の希望順位の入力方法については、パターンαに共通

化する方向で検討することが考えられるか。（地方公共団体の希望順位の設定方法の状況や意見を照会した上で、改めて検討。）



その他の意見について

意見
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対応の方向性（案）

 地方公共団体から同様の意見が一定数寄せられていることや、国の全省庁統一資格の「統一業種区分」において、「フォーム印

刷」及び「その他印刷類」が「物品の製造」に分類されていることを踏まえ、共通の営業品目においては、「印刷」を「物品の製造・

販売」に区分することとする。

 「印刷」が「役務の提供」の営業品目とされているが、「製造の請負」として取り扱っているため、「物品の製造・販売」に区分すべき。

意見

対応の方向性（案）

 営業品目の中に、測量・建設コンサルタントの営業品目と重複しているものがある。また、地方公共団体によっては、役務と測

量・建設コンサルタントを合わせて取り扱っている場合があることから、考え方を整理した方がよいのではないか。

 地方公共団体における営業品目の設定の実態を踏まえ、 「生産物分類（2024年設定）」（令和６年３月総務省政策統括官（統

計制度担当））の統合分類に区分される「建設コンサルタントサービス」、「測量サービス」、「地質調査サービス」、「補償コンサル

タントサービス」については、共通の営業品目から除くこととする。
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